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第 82 期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 

 
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、2026 年 6 月１日付で当社ウェブサイト等に掲載いたしました「第 82 期定時株主総会招集ご通

知」 の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げるとともに、本ウェブサ
イトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。 
 

敬具 
記 

【 訂正箇所 】（訂正箇所は＿＿＿で表示しております。） 
 
（１）招集ご通知 13 ページ 事業報告 ４.会社役員に関する事項 (6）社外役員に関する事項 ②当事

業年度における主な活動状況 
＜訂正前＞ 

 
 取締役会（14回開催） 監査役会（10回開催） 

 出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率 

社外取締役 井 川 秀 典  
14/14 

％ 
100.0 

 
－ 

％ 
－ 

社外取締役 ヴ ィ ス メ イ ・ ロ ヒ ッ ト ・ 
バ ン カ リ ア 

 
14/14 

 
100.0 

 
－ 

 
－ 

社外取締役 ア ン ク ー ル ・ 
ナ レ ッ シ ュ ・ メ ー タ 

 
0/8 

 
0.0 

 
－ 

 
－ 

社外監査役 宇 田 川  滝  也  
13/14 

 
92.9 

 
9/10 

 
90.0 

社外監査役 東 戸  健 吾  
14/14 

 
100.0 

 
10/10 

 
100.0 

＜訂正後＞ 

 
 取締役会（16回開催） 監査役会（10回開催） 

 出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率 

社外取締役 井 川 秀 典  
16/16 

％ 
100.0 

 
－ 

％ 
－ 

社外取締役 ヴ ィ ス メ イ ・ ロ ヒ ッ ト ・ 
バ ン カ リ ア 

 
16/16 

 
100.0 

 
－ 

 
－ 

社外取締役 ア ン ク ー ル ・ 
ナ レ ッ シ ュ ・ メ ー タ 

 
0/10 

 
0.0 

 
－ 

 
－ 

社外監査役 宇 田 川  滝  也  
15/16 

 
93.8 

 
9/10 

 
90.0 

社外監査役 東 戸  健 吾  
16/16 

 
100.0 

 
10/10 

 
100.0 



（２）招集ご通知 17 ページ 事業報告 ６.業務の適正を確保するための体制 (7)業務の適正を確保す
るための体制の運用状況 

＜訂正前＞ 
① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の運用状況 

「取締役会規程」や各種社内規程を制定し、取締役及び使用人が、法令及び定款に則って行動す
るよう徹底しております。当事業年度において取締役会を 14 回開催し、各議案についての審議、
業務執行の状況等の監督を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確
保されております。（以下略） 

＜訂正後＞ 
① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の運用状況 

「取締役会規程」や各種社内規程を制定し、取締役及び使用人が、法令及び定款に則って行動す
るよう徹底しております。当事業年度において取締役会を 16 回開催し、各議案についての審議、
業務執行の状況等の監督を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確
保されております。（以下略） 

 
（３）招集ご通知 25 ページ 個別注記表 ３.貸借対照表に関する注記 (2)コミットメント契約 
＜訂正前＞ 
 (2)コミットメント契約 
   (中略) 

コミットメントライン契約には財務制限条項がついており､下記の条項に抵触した場合は、本契約
に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済しなければならないことが定め
られています。 
財務制限条項 
(ⅰ) ２期連続して経常損益を損失としないこと。 
(ⅱ) 純資産の部の合計金額を前事業年度末日の純資産の部の合計の 75％未満としないこと。 

＜訂正後＞ 
 (2)コミットメントライン契約 
   (中略) 

コミットメントライン契約には当社が一定の純資産（例えば、前期末の純資産の部の金額の 75％
以上）を維持すること、損益計算書において経常損失が計上されないこと等を求める財務制限条項が
ついており､当該条項に抵触した場合は、本契約に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直
ちに債務を弁済しなければならないことが定められています。 

    以 上 


